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はじめに

近年、急速な少子高齢化や人口減少の進行、グローバル化、

デジタル化の進展等に伴い社会環境が大きく変化する中、こど

もの貧困や児童虐待の増加などこどもや若者、家庭をめぐる

様々な課題が深刻化しております。

国におきましては、令和５年４月に「こども家庭庁」を発足

し、こども施策を総合的に推進することを目的とした「こども

基本法」を施行いたしました。また、同年12月には、こども

施策に関する基本的な方針を定める「こども大綱」を閣議決定

し、すべてのこどもが身体的・精神的・社会的に幸せな状態

（ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまん

なか社会」の実現を目指す取組みが推進されております。

このような状況の中、本市では、令和２年３月に地域における子ども・子育て支援策を総合的

に定める「第２期深谷市子ども・子育て支援事業計画」（以下、「第２期計画」という。）を策定し、

妊娠期から出産、子育て期まで切れ目のない支援を推進してまいりました。このたび、第２期計

画が終期を迎えることから、これまで取組んできた子育て支援のさらなる充実を図るとともに、

こども・若者の育成支援やこどもの貧困対策を含めた、「深谷市こども計画」を新たに策定いた

しました。本計画では、「みんなが笑顔で育ち育てられるまち　ふかや〜全てのこども・若者が「ま

ごころと思いやり」の中で幸せに育まれる社会の実現を目指して〜」を基本理念に掲げ、郷土の

偉人である渋沢栄一翁の「忠恕」の精神を受け継ぎ、深谷らしい「こどもまんなか社会」の実現

を目指してまいります。

市民の皆様におかれましては、本市の未来を担うこどもたちの明るい笑顔と健やかな成長のた

め、引き続き御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、本計画の策定にあたり、活発な審議をいただいた「深谷市子ども・子育て会議」委員

の皆様をはじめ、アンケート調査や意見交換会等に御協力いただきました皆様並びに関係各位に

心からお礼申し上げます。

　令和７年３月

深谷市長
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